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主 要 判 決 全 文 紹 介

事案の概要

　本件は、ゲノム編集の基本技術に関連する、発明の名称を「配列操作のための系、方法および最適化
ガイド組成物のエンジニアリング」とする特許出願の拒絶査定に対する審判請求（不服2017−13795号）に
ついて、①先願発明と同一（特許法29条の２）、及び②進歩性欠如（同法29条２項）を理由に請求不成立
とした審決の取消訴訟である。本件出願の請求項１に記載された発明の構成要件は、次のように分説さ
れる。
　Ａ　エンジニアリングされた、天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート（ＣＲＩＳＰ
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≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（配列操作のための系、方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング−引用例に特許法第29条の２による
後願を排除するに足りる程度の技術が公開されていたものと認めるのが相当、とされた事例）［上］（全２回）
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